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2016 年分以降の           

源泉徴収票に注意！ 

 

 
２０１６年分以降から使用する源泉徴収票は、社
会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入に伴
い、用紙のサイズがこれまでのＡ６サイズからＡ
５サイズに変わるなど様式等が変更されますの
で、ご注意ください。 
 
 受給者に交付される給与所得の源泉徴収票に
ついては、番号法施行後の２０１６年１月以降も、
個人番号の記載は行われませんが、税務署提
出用には、１６歳以上の扶養親族の個人番号の
記載が必要になります。 
 源泉徴収票の新様式は、控除対象配偶者、控
除対象扶養親族の個人番号欄の追加、１６歳未
満の扶養親族等を記載する欄の追加（個人番号
は不要）、非居住者である親族の欄の新設など
があり、２０１６年分から使用する給与支払報告
書（個人別明細書）についても、源泉徴収票の新
様式と変更点はほぼ同じ内容です。 
 
 ただし、給与支払報告書の場合は、１６歳未満
の扶養親族の個人番号も記載する必要がありま
す。 
 源泉徴収票の税務署提出用と受給者交付用、
給与支払報告書のそれぞれで記載内容が異な
りますので、ご注意ください。 
具体的には、税務署提出用の源泉徴収票には
個人番号の記載が設けられていますが、受給者
に交付される源泉徴収票には個人番号の記載
欄が設けられていません。 
 また、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、１
６歳未満の扶養親族の各欄は、対象者の氏名、
フリガナ、個人番号を記載し、対象者が非居住
者の場合は区分欄に○を記載し、控除対象配偶
者、扶養親族は受給者交付用には個人番号の 
 

 
記載は不要となります。 
 ただし、市区町村に提出する給与支払報告書には、
１６歳未満の扶養親族の個人番号の記載が必要と
なります。 
 そして、支払者の欄には、支払者の個人番号又は
法人番号の記載が求められますが、受給者交付用
であれば不要とされます。 
 
 新様式での最初の提出は、２０１７年１月３１日が
提出期限となる２０１６年分からとなり、個人番号の
記載が不要となる税務関係書類（給与などの支払を
受ける者に交付するものに限る）には、給与所得の
源泉徴収票のほか、退職所得の源泉徴収票、公的
年金等の源泉徴収票、上場株式配当等の支払に関
する通知書などがあります。 
 
（注意） 
 上記の記載内容は、平成２８年２月１９日現在の情
報に基づいて記載しております。 
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務
の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記
載の内容・数値等は将来にわたって保証されるもの
ではありません。 

     

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                


